
（注意事項）
（１）標題の「被保険者」、「家族」の文字は、いずれか該当する文字を○で囲む。
（２）【記入方法】

①・②欄
・政府管掌健康保険（社会保険事務所または社会保険事務局事務所で行っている健康
保険）に加入している場合

「健康保険被保険者証」の記号（たとえば「京いろに」などの「いろに」の
部分）および「番号」を記入する。

・組合管掌健康保険（健康保険組合が行っている健康保険）に加入している場合
社会保険事務所または社会保険事務局事務所で設定している「厚生年金保険
事業所整理記号」（たとえば「港年ＫＡＣ」などの「ＫＡＣ」の部分）およ
び「整理番号」を記入。

　　　これらは、健康保険の被保険者証を参照のこと。
（３）⑨の被保険者の印は、被保険者が自ら署名する場合には不要。
（４）○、○および○は、老人保険の医療受給者証を参照のこと。
（５）被保険者が死亡した場合の請求は、○、○および○の各欄に「該当せず」と記入する、

被扶養者が死亡した場合の請求は、○から○までの各欄に「該当せず」と記入する。
（６）⑭と⑮の欄は、死亡した被保険者の被扶養者で埋葬を行う方が請求する場合に限り「該

当せず」と記入し、その他の方が請求（この場合、標題「料」の文字を抹消すること。）
する場合は、必ず記入するとともに、埋葬に要した費用の領収書を添える。

　　　（注）費用の内訳として品名、数量、単価及び金額が明記してあること。�
なお、証拠書等が外国語で記入されている場合は、翻訳者の住所・氏名を明記した翻
訳文を添付する。

（７）該当する文字を◯で囲む。
（８）備考欄の記入のしかた�

被保険者の資格を喪失した後の死亡の場合、資格喪失年月日を記入する。死亡のとき
か死亡の日の三ヶ月前まで健康保険で療養を受けていた場合、傷病名と健康保険によ
る療養の開始日などを記入する。

（９）死亡が第三者の行為によるものであるときは、別に「第三者行為による傷病（死）届」
を作成のうえ、この書類に添付する。

（添付書類）
事業主の証明を得ないで請求する場合は、この請求書に区市町村長の埋葬許可証、火葬許
可証の写、死亡診断書、死体検案書、検視調書の写を添付する。
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